
政
令
第
四
百
二
十
七
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
六
十
八
条
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
「
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
等
」
に
改
め
る
。



第
二
十
三
条
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
に
改

め
る
。

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
実
施
方
法
）

第
三
十
条
の
二

法
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
研
修
の
実
施
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

研
修
の
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定
し
、
こ
れ
に
沿
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

研
修
の
内
容
は
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
不
正
な
活
動
そ
の
他
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威

及
び
当
該
脅
威
に
よ
る
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
に
関
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
こ

と
。

三

特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
者
の
全
て
に
対
し
て
、
お
お
む
ね
一
年
ご
と
に
研
修
を
受

け
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
に
改
め
る
。



第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
等

第
三
十
四
条
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第

二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

第
五
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
第
五
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
第
五
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
第
四
項
の
」
を
「
第
四
十
二
条
第
四
項
の
」
に
、
「
第
五
十
八
条
第
四
項
た
だ
し

書
」
を
「
第
四
十
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
五
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十



二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
十
八
条
第

一
号
の
項
中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
に
改
め
る
。

一

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別
表
第
二

二

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号

三

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
別
表
第
一
内
閣
府
（
宮
内
庁
、
公
正
取
引

委
員
会
、
警
察
庁
及
び
金
融
庁
を
除
く
。
）
の
項

四

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号

（
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

行
政
機
関
職
員
定
員
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
内
閣
府
の
項
中
「
一
三
、
八
四
五
人
」
を
「
一
三
、
八
五
五
人
」
に
改
め
、
同
表
総
務
省
の
項
中
「



四
、
八
一
一
人
」
を
「
四
、
八
一
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
文
部
科
学
省
の
項
中
「
二
、
一
一
八
人
」
を
「
二
、
一
一
五
人
」

に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
省
の
項
中
「
二
二
、
〇
〇
一
人
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
経
済
産
業
省
の
項
中

「
八
、
〇
一
八
人
」
を
「
八
、
〇
一
七
人
」
に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中
「
二
九
六
、
四
五
九
人
」
を
「
二
九
六
、
四
六
三

人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
項
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
「
個
人
情
報
保

護
委
員
会
」
に
、
「
三
九
人
」
を
「
五
二
人
」
に
改
め
、
同
表
消
費
者
庁
の
項
中
「
三
一
二
人
」
を
「
三
〇
九
人
」
に
改
め

る
。

（
財
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
二
十
四
号
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

（
消
費
者
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

消
費
者
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
号
を
削
る
。

（
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令
の
廃
止
）



第
七
条

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
三
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る

研
修
の
実
施
方
法
を
定
め
る
等
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


